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政務調査費 海外視察に関するお尋ね 
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前略 

ご承知のとおり、私たちはこれまで高額な政務調査費の使途について強い関心を持ってまいりま

した。 

このたび、２００８年度政務調査費のうち、初めて公開された 1万円以上の領収書をチェックし

ました。この中で、私たちが注目したのは、政務調査費を用いて行われた海外視察です。名古屋市

会の議員は、2008 年度も 1人 120 万円の予算で海外視察を行っておられますが、その上、政務調査

費を用いて海外視察まで実施される必要がおありか、疑問に思います。 

市財政も厳しきおり、市議への支出も聖域ではありません。また、貴議会では自らが改革の意思

を示していると聞きます。そこで、市民への説明責任を果たすためにも、ぜひとも政務調査費を使

った海外視察に関してのご質問にご回答いただきたいと思います。 

名古屋市民オンブズマンあて FAX０５２－９５３－８０５０か、同封の返信用封筒で３月８日

（月）までにお答えください。なお、用紙が足りない場合には別紙でもかまいません。 

なお、ご回答はホームページやニュースレター等で公表させていただきます。なにとぞご協力頂

きたく、よろしくお願いいたします。 

草々 

 

 

 

 

 

 

 

 



回答フォーム 

名古屋市民オンブズマンあて FAX０５２－９５３－８０５０か、同封の返信用封筒で３月８日（月）

までにお答えください。なお、用紙が足りない場合には別紙でもかまいません。 

回答日 （２０１０年     月     日）  

お名前 （                     ） 

会派名 （                     ） 

 

質問 1 2008 年度に参加された、政務調査費を用いた海外視察先を別紙番号でお答えください。 

 

 

質問 2 上記の視察目的をお答え下さい。 

 

 

質問 3 「百聞は一見にしかず」と言われますが、上記各視察をしたことで、初めて得ることので

きた情報はありましたか。あった、とお考えの場合には、下記に具体的にお書き下さい。ま

た、報告書があれば添付ください。 

 

 

 

 

質問 4 2008 年度の政務調査費を用いた県外視察を 2009 年度までに議員活動にどのように生かし

ましたか。できるだけ具体的（○年○月○日の質問で用いた、○○の政策立案に生かした、

など）にご説明下さい。 

 

 

 

質問 5 今回、４人以上の団体視察をした会派にお尋ねします。少人数での視察をしなかった理由

があればお書き下さい。 

 

 

 

 

ご協力ありがとうございました。 

                   


